
武蔵野市 の内部 統 制制度に つい て  

 

１  内 部 統 制 の 基 本 的 な 考 え 方 （ 総 務 省 「 地 方 公 共 団 体 に お け る 内 部 統

制 制 度 の 導 入 ・ 実 施 ガ イ ド ラ イ ン 」（ 以 下 「 ガ イ ド ラ イ ン 」 と い う 。）

より）  

内 部 統 制 と は 、 基 本 的 に 、 ① 業 務 の 効 率 的 か つ 効 果 的 な 遂 行 、 ② 報

告 の 信 頼 性 の 確 保 、 ③ 業 務 に 関 わ る 法 令 等 の 遵 守 、 ④ 資 産 の 保 全 の ４

つ の 目 的 が 達 成 さ れ な い リ ス ク を 一 定 の 水 準 以 下 に 抑 え る こ と を 確 保

す る た め に 、 業 務 に 組 み 込 ま れ 、 組 織 内 の 全 て の 者 に よ っ て 遂 行 さ れ

る プ ロ セ ス を い い 、 ① 統 制 環 境 、 ② リ ス ク の 評 価 と 対 応 、 ③ 統 制 活 動 、

④ 情 報 と 伝 達 、 ⑤ モ ニ タ リ ン グ （ 監 視 活 動 ） 及 び ⑥ Ｉ Ｃ Ｔ （ 情 報 通 信

技術） へ の対応 の ６つの基 本的 要 素 から 構成 さ れ ま す 。  

こ の 定 義 を 踏 ま え る と 、 地 方 公 共 団 体 に お け る 内 部 統 制 と は 、 住 民

の 福 祉 の 増 進 を 図 る こ と を 基 本 と す る 組 織 目 的 が 達 成 さ れ る よ う 、 行

政 サ ー ビ ス の 提 供 等 の 事 務 を 執 行 す る 主 体 で あ る 長 自 ら が 、 組 織 目 的

の 達 成 を 阻 害 す る 事 務 上 の 要 因 を リ ス ク と し て 識 別 及 び 評 価 し 、 対 応

策 を 講 じ る こ と で 、 事 務 の 適 正 な 執 行 を 確 保 す る こ と で あ る と さ れ て

います 。  

 

２  本市 におけ る これまで の取 組 と 内部 統制 の 関係  

本 市 で は 、 過 去 に 生 じ た 職 員 に よ る 横 領 事 件 や 市 税 滞 納 者 台 帳 の 紛

失 事 案 を 契 機 に 、 全 庁 的 な リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト に 取 り 組 ん で き ま し た 。

現 金 事 故 防 止 を 目 的 と し た 会 計 事 務 検 査 を 毎 年 実 施 し 、 ま た 、 平 成 23

年 度 に 設 置 し た 危 機 管 理 検 討 委 員 会 に お い て は 、 リ ス ク の 洗 い 出 し や

分 類 等 を 行 っ た う え で 、 全 庁 的 な リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト の 取 組 の 方 向 性

に つ い て 取 り ま と め ま し た 。 そ の 後 も 、 平 成 27年 度 か ら 実 施 し て い る

リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト 強 化 月 間 の 取 組 や 、 令 和 ２ 年 度 に 設 置 し た リ ス ク

マ ネ ジ メ ン ト 委 員 会 に お け る 検 討 な ど 、 具 体 的 な リ ス ク 対 応 策 の 検 討

及 び 実 施 並 び に 職 員 の 意 識 啓 発 を 行 い 、 内 部 統 制 の 基 本 的 な 考 え 方 に

沿った 取 組を実 施 してきま した 。  

 

３  本市 独自の 内 部統制制 度の 導 入  

内 部 統 制 の 基 本 的 な 考 え 方 に 沿 っ た 取 組 を 実 施 し て き た 一 方 で 、 そ

れ ら の 取 組 は 体 系 的 な 整 理 が で き て い な い 等 の 課 題 が あ り ま し た 。 そ

こ で 、 こ れ ま で の 取 組 を 継 承 し つ つ 、 更 に 発 展 さ せ る 形 で 、 本 市 独 自

の 内 部 統 制 制 度 を 導 入 す る こ と と し ま し た 。 本 市 に お け る 内 部 統 制 制



度 と は 、 ① 基 本 方 針 を 定 め 、 ② 方 針 に 基 づ く 取 組 を 実 施 し 、 ③ 取 組 の

結 果 を 毎 年 度 報 告 書 に ま と め 公 表 し 、 ④ 継 続 的 な 改 善 を 図 る と い う 一

連 の 流 れ を 指 し 、 も っ て 更 な る 事 務 の 適 正 化 と 信 頼 さ れ る 市 政 の 実 現

を目指 し ます。  

 

４  内部 統制制 度 基本方針 の策 定 及 び公 表  

本 市 の 内 部 統 制 制 度 の 取 組 の 方 向 性 を 示 す た め 、 基 本 方 針 を 策 定 し 、

公 表 し ま す 。 基 本 方 針 は 、 本 市 を 取 り 巻 く 状 況 の 変 化 や 、 内 部 統 制 制

度 に 係 る 取 組 の 整 備 状 況 、 運 用 状 況 等 を 踏 ま え 、 必 要 に 応 じ て 、 見 直

し を行い ます。  

 

５  内部 統制制 度 の対象と する 事 務  

本市 にお ける全 て の事務を 対象と し ます。  

    

６  内部 統制制 度 の対象と する 組 織  

市 長 部 局 の ほ か 、 市 長 の 権 限 が 及 ぶ 範 囲 内 で 、 他 の 行 政 委 員 会 事 務

局や議 会 事務局 も 対象とし ます 。  

 

７  内部 統制制 度 の取組  

 (1) 全庁 的な体 制 の整備  

  ア  内部統 制 推進本部 の設 置  

市 長 の 意 識 を 共 有 し 、 内 部 統 制 に 係 る 重 要 事 項 の 決 定 等 を 行 う

た め 、 市 長 を 長 と し 、 副 市 長 及 び 部 長 級 職 員 で 構 成 す る 会 議 体 を

設 置しま す。  

  イ  内部統 制 推進・評 価委 員 会 の設 置  

内 部 統 制 制 度 に お け る 具 体 的 な 取 組 を 検 討 し 、 内 部 統 制 を 推 進

す る と と も に 、 体 制 の 整 備 状 況 等 に つ い て 評 価 す る た め 、 総 務 部

長 を 長 と し 主 に 管 理 部 門 の 部 課 長 級 職 員 で 構 成 す る 会 議 体 を 設 置

します。  

(2) 各 種規 則等や 既 存の取組 の整 理 及 び運 用状 況 の 確 認  

ガ イ ド ラ イ ン に 示 さ れ て い る 内 部 統 制 の 評 価 の 基 本 的 考 え 方 及 び

評 価 項 目 を 参 考 に 、 各 種 規 則 等 や 既 存 の 取 組 の 整 理 及 び 運 用 状 況 の

確認 を行 います 。  

(3) 業 務レ ベルの リ スク対応 策の 整 備 及び 運用 状 況 の 確 認  

毎 年 度 優 先 的 に 取 り 組 む 業 務 レ ベ ル の リ ス ク を 選 定 し 、 当 該 リ ス

ク の 発 生 を 防 ぐ た め の 対 応 策 を 検 討 す る と と も に 、 対 応 策 の 運 用 状



況を 確認 します 。  

(4) 報 告書 の作成 及 び公表  

上 記 取 組 に つ い て 、 毎 年 度 、 内 部 統 制 制 度 報 告 書 と し て ま と め 、

公表 しま す。  

 

８  職層 ごとの 役 割  

市  長  内部統 制 に関する 最高 責 任 者  

副市 長  最高責 任 者を補佐 する統 括 責任者  

各部 長  各部の 部 門責任者  

各課 長  実務責 任 者  

職  員  内部統 制 の実務者  

 

９  監査 委員と の 連携  

内 部 統 制 制 度 の 取 組 に あ た っ て は 、 監 査 委 員 の 知 見 を 活 か す こ と が

効 果 的 で あ る と 考 え ら れ る た め 、 監 査 委 員 と の 情 報 共 有 及 び 意 見 交 換

を密に 行 ってい き ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


